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債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ 

 

本日、当社は、有価証券報告書を提出し、平成 25 年３月期において債務超過となったことから、

本日の株式会社大阪証券取引所発表のとおり、「JASDAQ における有価証券上場規程」第 47 条第１項第３

号（債務超過）に該当し、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．対象となる法定開示書類 

 有価証券報告書（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）  

 

 

２．債務超過となった経緯 

 当連結会計年度において、前期からの経営の立て直しと業績の早期回復に向け、不採算事業からの撤

退、経営資源の集中などにより、事業を一部縮小したために売上高が減少する中で、高粗利商材の販売

が減少し、新規顧客獲得のための販路の開拓費用が発生したことにより営業損失133百万円、当期純損

失417百万円を計上した結果、債務超過となりました。 

 

  

３. 猶予期間 

 平成25年４月１日～平成26年３月31日 

 

 

４. 今後の見通し 

 平成25年３月期決算短信でも発表しておりますように、昨年より取り組んできた既存事業の選択と集

中により、損益面の改善が徐々に成果を見せ始めている事から、次なる段階として新たな領域での事業

基盤構築による収益力確保に努め、さらに事業規模に見合った人員配置、従業員一人当たりの生産性の

向上、諸経費の削減等を引き続き進めてまいります。また、財務基盤の強化の施策も広く検討を行い、

早い段階での債務超過解消に努めてまいります。 

 

 

以  上 


